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1　募集要項について
市立小中学校に在籍する自死リスクの高い児童生徒及びその保護者を対象に、受診前相談、自死の緊急性判断、多面的アセスメント及び関係機関との連携を通じて、こどもの自死リスクの低減を図ることを目的とした、「令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業」の受託候補者を選定するにあたり、必要となる事項を定めるものです。

2　選定方法について
受託候補者の選定は、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により行うものとします。

3　業務概要について
(１)委託業務名
令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業（以下「本事業」という。）
(２)業務内容
業務委託契約書及び仕様書に記載のとおり
(３)契約期間
契約日から令和９年３月31日まで
(４)業務委託上限金額（消費税及び地方消費税含む）
金　3,027千円以内
(５)担当
仙台市　健康福祉局　障害福祉部　障害者支援課　精神保健係
「令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業」担当
所在地：〒980-8671　仙台市青葉区国分町３丁目７番１号
電　話：022-214-8165
ＦＡＸ：022-223-3573 電子メールアドレス：seishin_hoken@city.sendai.jp

4　応募事業者の資格要件について
本プロポーザルに参加表明・提案書を提出する者（以下「応募事業者」という。）は、次に掲げる条件を満たす医療機関であることとします。
(１)宮城県内に所在地を有すること。
(２)令和８年４月１日時点で施設基準の届出等受理医療機関名簿に児童・思春期精神科入院医療管理料の届出機関として掲載されていること。
(３)仙台市競争入札参加資格者名簿に登載されている者または次のア～カをすべて満たす者
ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
イ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始前の申立中または更生手続き中でない者
ウ　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立中または再生手続き中でない者
エ　有資格者に対する指名停止要綱（昭和60年10月29日市長決裁）第2条第1項の規定による指名の停止を受けていない者
オ　仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁）別表に掲げる要件に該当しない者
カ　仙台市税又は現在の主たる事業所所在地の市町村税（特別区にあっては都税）の滞納がない者


5　スケジュールについて
募集及び選定のスケジュールは、P７のとおりです。
選定後のスケジュールについては、受託候補者に対し別途お知らせします。

6　応募手続きについて
(1)質問及び回答
募集要項に関する質問及び回答は、次により行います。
ア　質問の方法
質問の内容を簡潔にまとめて、P８「令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業受託候補者選定募集要項に関する質問書」に記入の上、電子メールにより提出してください。
イ　質問の受付　
①受付期間　　令和８年７月１日（水）まで
②受付時間　　午前９時から午後５時まで
③提出先　　　「３　業務概要について(５)担当」のとおり。
ウ　回答　
回答は、令和８年７月８日（水）までに仙台市ホームページに掲載する予定です。

(2)応募申請
応募事業者は、P11「令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業公募型プロポーザル提出書類一覧表」に規定する応募書類を提出してください。
申請に必要な様式等については、仙台市のホームページよりダウンロードすることができます。
仙台市トップページ
事業者向け情報
新着情報
令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業


1 提出期限　　参加表明　　令和８年７月13日（月）午後５時まで
企画提案書　令和８年７月21日（火）午後５時まで
2 提出場所　　仙台市役所本庁舎６階　健康福祉局　障害福祉部　障害者支援課　精神保健係
3 提出方法　　持参のみ

(３)説明会の開催
　事業概要に関する説明会を下記のとおり開催します。なお、本説明会に参加しなくても、本事業への応募は可能です。
1 開催日時　令和８年６月29日（月）午前10時30分より
2 開催場所　仙台市役所本庁舎２階会議室
3 参加方法　令和８年６月26日（金）午後5時までに、団体名、参加者氏名、連絡先（電話
　　　　　　　　　　番号・電子メールアドレス）を記入し、件名を「令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業説明会」として、電子メールで申請すること。
4 参加人数　１団体あたり、３名までとする。
5 申込先　　仙台市　健康福祉局　障害福祉部　障害者支援課　精神保健係
　　　　　電話：022-214-8165　電子メールアドレス：seishin_hoken@city.sendai.jp

7　受託候補者の選定
・事業者の選定は、受託候補者の選定を目的として設置する「仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業受託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において行います。
・本プロポーザルの募集において、応募事業者がいない場合、又は審査の結果によりすべての事業計画が本事業実施の目的を達成できないと判断した場合は、選定すべき受託候補者無しとすることがあります。
・応募事業者が１者のみの場合についても、選定委員会（プレゼンテーション及びヒアリング）を実施します。
・審査の基準については、P９～10「受託候補者選定審査基準」のとおりですので、企画提案書の作成にあたっての参考として下さい。
・なお、選定委員会のプレゼンテーション及びヒアリングについては、ご提出いただいた企画提案書の内容に沿って、行っていただきます。
・受託候補者の選定結果については、令和８年７月下旬頃に応募事業者あて文書にて通知する予定です。

8　応募にあたっての留意点
(１)費用の負担
応募に要した費用は、応募事業者の負担とします。
(２)虚偽の記載をした場合
応募事業者が虚偽の記載をした書類を提出した場合には、応募を無効にするとともに、虚偽の記載をした者について、所要の措置を講じることがあります。
(３)提出書類の取り扱い
提出された書類は、返却いたしません。
(４)選定後の取り扱い
選定委員会により選定された事業者は、その時点での各種法令、通知等を基にして、より詳細な事業計画を策定し、本市と協議を行うこととなります。

9　契約締結
(１)受託候補者との協議等
・本市は、受託候補者と業務の内容及び契約条件の詳細について協議し、仕様書を作成のうえ、見積書を徴収し、予定価格の範囲内であれば、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定により随意契約を行います。なお、提出された企画提案書等の内容をそのまま実施することを約束するものではなく、協議のうえ企画提案書等の内容を一部変更する場合があります。
・受託候補者との協議が不成立の場合は、次点の者を受託候補者として協議を行うものとします。
(２)情報セキュリティに係る現地調査の実施及び研修　
・受託候補者は、契約締結までの間に「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）により定められた「個人情報の適切な取扱いの確保に関する調査票」（参考資料）を本市に提出し、現地調査を受けてください。（調査の詳細日時は別途本市と協議のうえ決定します。）
・現地調査の結果、本市の個人情報保護規定の基準を満たし、その対策が適切に確保されていることを本市外部委託審査会にて承認された場合、本業務の受託候補者として正式に決定します。なお現地調査は、ＩＳＭＳ適合性評価制度の認証を取得している事業の範囲において本業務を実施する場合は、免除することができます。
・個人情報を取扱う業務を再委託しようとする場合は、受託候補者に対する調査に準じた現地調査及び本市外部委託審査会の審査を受けることとなります。
・受託候補者の個人情報保護責任者（※）に就任する予定の者は、個人情報を取扱う業務を開始するまでに、ガイドラインにより定められた「仙台市個人情報セキュリティ研修」を受講してください。なお、受講に係る費用は受託候補者の負担とし、費用見積書に含めないでください。
※本業務の個人情報の保護について責任を負う者で、作業場所、作業人員、作業の方法などを随時確認し、個人情報がシステム的・人的に漏えい、滅失等がないよう監督する者とする。

令和８年度こどものいのち支える医療アクセスサポート事業仕様書（案）

１　事業名
・令和８年度こどものいのち支える医療アクセスサポート事業（以下「事業」という。）

２　事業の目的 
[bookmark: _Hlk233038857]・本事業は、市立小中学校に在籍する自死リスクの高い児童生徒及びその保護者を対象に、受診前相談、自死の緊急性判断、多面的アセスメント及び関係機関との連携を通じて、こどもの自死リスクの低減を目的とする。 
 
３　契約期間
・契約締結日から令和９年３月31日まで
※対象者からの相談受付は、令和８年10月１日から開始とする。

４　実施場所
・受託者が事業のために確保した施設やスペースで、本市が適当と認めた場所

５　対象者 
・仙台市内の市立学校に在籍する小中学生のうち、在籍校の校長が自死リスクが高いと判断した児童生徒及びその保護者

６　事業内容 
事業内容は次の（１）から（５）とし、診療報酬の対象となるものは含まない。
（１）受診前相談
・在籍校及び対象者から、当該児童生徒の状況（生活状況、心理状態、自死関連行動の有無・頻度・強度等）を聞き取る。
・聞き取り内容に基づき自死リスクの緊急性の判断を行う。
・緊急性に応じた受診順序の調整を行う。
・精神科医療に関する基本的知識、受診の必要性、受診までの流れ等に関するガイダンスを提供する。
（２）受診後の多面的アセスメント
・医師による診断結果等本人の個人内要因に関する情報及び対象者を取り巻く環境要因に関する情報の収集整理を行う。
・収集整理した情報に基づき、医師の治療方針などを踏まえた支援方針を作成する。
（３）（仮）仙台市こどもの自殺対策に関する支援連絡協議会（自殺対策基本法第23条に基づく協議会）の個別支援会議の実施
・作成した支援方針に基づき、個別支援会議の開催にあたっての事務局を担う。
・開催に向けて、各関係機関等に求める役割の説明を行い、理解を得る。
（４）（仮）仙台市こどもの自殺対策に関する支援連絡協議会（自殺対策基本法第23条に基づく協議会）の全体会への参加
・本市が開催する全体会に参加し、関係機関との情報共有及び支援ネットワークの構築を促進する。
（５）関係機関等への周知
・本市が必要と認めた関係機関等に対する本事業の周知について、本市の指示に従い実施する。



７　実施体制 
（１）開設日時
・本事業の開設日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く日とする。ただし、利用者の状況等により発注者が必要と認める場合は、この限りでない。
・時間は、午前９時から午後５時とする。
（２）人員体制
・本事業に従事する職員は、精神保健福祉士、保健師又は看護師の資格を有する者、もしくはこれらと同等の知識及び経験を有すると認められる者とする。
・上記開設日時において、下記（３）電話回線を常時受電できる体制が確保されていなければならないものとする。
（３）電話回線
・受託者は、本事業専用の電話回線（携帯電話を含む）を新たに設置し、対象者が円滑に利用できるようにしなければならないものとする。
（４）設備等
・受託者は、パソコンやプリンター等、事業に必要な物品を業務実施場所に設置するとともに、パソコンのセキュリティ機能や個別支援記録の保管に関するセキュリティ対策を講じること。なお、既存の執務室等を活用する場合、本事業に必要な設備や個別支援記録等の保管を厳重に注意すること。

８　実施にあたっての留意点
（１）受診前相談における対応
　①対象者より、連絡がない場合又は対象者が受診予約を行わない（予約に至らない）場合
・受託者から在籍校へその旨共有する。
②予約したが受診に至らなかった場合
・受託者から対象者に連絡し、再度の受診予約につなげる。
・受診に至らなかった場合には、受託者から在籍校にその状況を共有する。
③受診までの間に、本人の状態が悪化した場合
・受託者は、早急に受診順序を再度調整するとともに、当該児童生徒の状態に応じ、必要な対応について助言する。
・あわせて、現在の状況について、在籍校と情報共有をする。

９　事業計画書の提出
・契約締結後、速やかに事業計画書を提出し、本市の承認を受けること。

10　実績報告書の提出
・実績報告書は令和９年３月31日までに提出すること。
・また、毎月の委託事業の実施状況を、業務報告書により、翌月10日までに提出すること。

11　支払方法
・業務委託料の支払い回数及び支払い時期は、別途協議により定める。

12　業務実施における注意事項
（１）本業務の履行に関連する法令及び条例等を順守すること。
（２）本業務の実施に際し、支援対象者から料金を徴収しないこと。
（３）本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合には、秘密保持に関するすべての法令、契約書の条項及び別記「個人情報等の取り扱いに関する特記仕様書」、「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」「仙台市行政情報セキュリティポリシー」、「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」を遵守すること。
※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」
http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html
※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」
http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html
（４）本業務の実施に際し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領」及び「同要領　留意事項」に準じて、合理的配慮の提供を行うこと。
※「障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領」
http://www.city.sendai.jp/somu-jinji-jinji/shise/shokuin/jinji/shogai.html
（５）著作権、肖像権等、他の個人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。
（６）本業務に関する苦情が発生した場合は、迅速かつ誠実に対応するとともに、本市へ報告をすること。また、必要に応じて本市の指示を受けること。
（７）受託者は、本委託契約が終了し、翌年度の契約締結が見込まれない場合は、翌年度の受託者と十分に業務の引継ぎを行い、翌年度以降の継続的な本業務の運営に支障が生じないように対処しなければならない。

13　その他
(１)本業務の実施に際しては、本市と十分に協議し決定すること。本業務に関し、疑義又は本仕様書に明記なき事項が生じた場合も、同様に協議し決定するものとする。
(２)本業務に係る協議、打合せ等の必要経費及びその他の経費はすべて受託者の負担とする。
(３)本業務の実施にあたり、第三者への業務のすべてを委任、または請け負わせてはならない。ただし、業務の一部（主たる部分を除く。）について事前に書面で申請し、本市の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。



受託候補者選定スケジュール（予定）
	時  期
	事       項
	説        明

	　６月29日（月）
	説明会
	当該事業の募集要項の内容や事業選定方法等についてご説明いたします。出席せずとも応募は可能です。

	～７月１日（水）
	質問受付期間
	募集要項の内容や事業選定方法等に関する疑義について、市に質問することができます。

	　７月８日（水）
	質問回答
	質問について、仙台市のホームページで回答いたします。

	　７月13日（月）
	参加表明締切日
	仙台市から示された所定の様式により、書類を提出してください。

	　７月15日（水）
	一次審査（資格要件の審査）
結果通知
	仙台市から審査結果について通知します。

	　７月21日（火）
	企画提案書締切日
（応募書類の提出）
	仙台市から示された所定の様式により、書類を提出してください。

	　７月28日（火）
	二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）の実施
	提出された企画提案書等の内容について、ヒアリングを行います。

	　７月下旬頃
	選定委員会による受託候補者
の特定
	左記委員会での選定結果を応募事業者へ文書で通知します。

	　８月上旬頃
	受託候補者との打ち合わせ
	詳細な事業計画について、本市と打ち合わせを行います。

	８月上旬頃
	業務委託契約の締結
	本事業の委託契約を締結します。

	選定後のスケジュールについては、決定事業者に別途打合せを行った上で決定する。
　対象者からの相談受付開始は10月1日を予定している。


令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業
受託候補者選定募集要項に関する質問書

	
	質　　問　　事　　項

	1
	


	2

	


	3
	


	4

	


	5

	




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　法　　人　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　担当者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　連絡先電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


受託候補者選定審査基準
1　審査手順
　審査は一次審査（資格要件の審査）及び二次審査（企画提案書等の審査）により行う。
（1）一次審査（資格要件の審査）
　・応募事業者の資格要件を審査し、すべての応募事業者に審査結果の通知を行う。
（2）二次審査（企画提案書等の審査）
　・選定委員会にて、プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、二次審査を行う。
・企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリング内容について、審査及び評価を行う。なお、評価にあたっては、3（1）審査基準に基づき採点する。基準点は、合計点の6割として、それを下回った場合には、本事業実施の目的を達成できないと判断し、選定すべき事業者はなしとする。
・基準点を満たした事業者のうち、合計点が最も高いものを受託候補者として特定する。

2　選定委員会
　令和８年７月28日（火）に開催する。企画提案書を提出した事業者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。1事業者につきプレゼンテーション20分、ヒアリング10分を予定する。

3　審査方法
（1）審査基準は下表の「大分類」２項目とし、それぞれの内容は「小分類」のとおりとする。
	大 分 類
	小   分   類
	審 査 項 目

	業務
遂行
体制
	（１）業務実績
	・過去3年間に児童思春期症例の外来・入院実績を有しているか。

	
	（２）実施場所
	・本事業を遂行する場所は、対象者が利用するにあたり適当か。

	
	（３）実施体制
	・本事業を遂行するにあたり、従事する職員及び相談回線等について、適切に確保されているか。

	
	（４）個人情報
保護等
	・守秘義務や個人情報の保護の取扱いに対して、組織的な対応が確保されているか。

	
	（５）相談・苦情
への責任体制
	・対象者の相談・苦情に対して、組織的な対応が確保されているか。

	
	（６）費用と
見積り
	・事業に要する経費の積算が適切で、安定した事業運営が見込まれているか。

	事業
実施
計画
	（１）運営方針
	・本事業の目的を適切に理解し、仕様書案を網羅した提案がなされているか。

	
	（２）業務実施
スケジュール
	・本事業を遂行するにあたり、具体的かつ実現可能性のあるスケジュールが示されているか。

	
	（３）業務実施
内容
	①受診前相談に関して、自死リスク評価の基準・評価方法、判断の流れが、具体的かつ実現性のある提案となっているか。

	
	
	②多面的アセスメントに関して、医学的・心理学的評価と社会的側面を統合した評価から支援方針の策定までの一連の流れや手法が、具体的かつ実現性のある提案となっているか。

	
	
	③個別支援会議を開催し各関係機関の役割の説明を円滑に行うにあたり、こどもの支援に関係する機関（児童相談所、区家庭健康課、小学校、中学校等）と協力関係を有しているか。

	
	
	④関係機関への周知に関して、本事業の目的を達成するために、周知対象や方法が具体的かつ妥当な提案となっているか。




（2）配点
配点は次のとおりとし、「大分類」の評点の合計を100点とする。「小分類」の項目ごとに、基準に基づき採点し、その合計点を算出する。
	大 分 類
	小   分   類
	配点
	判定基準

	
	
	
	◎
	〇
	△

	業務遂行体制
［40点］
	（１）業務実績
	10
	10
	6
	2

	
	（２）実施場所
	5
	5
	3
	1

	
	（３）実施体制
	10
	10
	6
	2

	
	（４）個人情報保護等
	5
	5
	3
	1

	
	（５）相談・苦情への
責任体制
	5
	5
	3
	1

	
	（６）費用と見積り
	5
	5
	3
	1

	事業実施計画
［60点］
	（１）運営方針
	5
	5
	3
	1

	
	（２）業務実施
スケジュール
	5
	5
	3
	1

	
	（３）業務実施内容①
	15
	15
	9
	3

	
	（３）業務実施内容②
	15
	15
	9
	3

	
	（３）業務実施内容③
	15
	15
	9
	3

	
	（３）業務実施内容④
	5
	5
	3
	1

	合計
	100
	
	
	





仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業公募型プロポーザル
提出書類一覧表

１．参加表明（提出期限：令和８年７月13日）【各1部】
	書類№
	書　類　の　名　称
	提出あたっての注意事項
	提出確認

	１
	提出書類一覧表（本用紙）
	実際に提出する書類の「提出確認」欄に「○」をすること
	

	２
	参加表明書（様式第1号）
	
	

	３
	法人の登記事項証明書及び定款の写し
	
	

	４
	法人全体の決算書類の写し
	・直近3箇年度分（令和5～7年度）
・財務諸表等の資産や負債の状況、資金収支等が分かるもの
	

	５
	法人の事業計画書類
	・令和8年度に係るもの
・任意の様式とします
	

	６
	事業者概要書（様式第2号）
	・本調書提出時の状況を記入すること
	

	７
	誓約書（様式第3号）
	
	

	８
	市税の滞納がないことの証明書又は主たる事業所所在地の市町村税（特別区にあっては都税）を滞納していないことの証明書又はその写し
	
	





２．企画提案書の提出（提出期限：令和８年７月21日）【正本１部、副本６部】
	書類№
	書　類　の　名　称
	提出あたっての注意事項

	１
	企画提案書（様式第４号）
	・A4判、長編綴じを原則とする。
・表紙や目次を除き、10ページ（両面印刷で 5 枚）を上限として、簡潔かつ明瞭に記述すること。なお、文字の大きさに規定は設けないが、見やすさに配慮すること。

	２
	見積書（様式第５号）
	・人件費、諸経費等の積算の内訳・根拠が分かるように記載すること。


	











※企画提案書・見積書は、正本にのみ法人名、責任者及び担当者氏名を記載し、副本には提案者が特定できる名称、ロゴマーク等を使用しないこと。


（様式第１号）
令和　　年　　月　　日

（あて先）仙台市健康福祉局長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　





令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業プロポーザル参加表明書

　「令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業」プロポーザルについて、参加します。



【担当者名】
	所属・役職
	

	氏 名
	

	電 話
	

	FAX
	

	E-mail
	







（様式第２号）
事業者概要書


	所　在　地
	



	商号又は名称
	



	代表者職氏名
	



	会社設立年月
	



	資　本　金
	



	事業所数
	



	社　員　数
	



	事業概要
	









· 本調書提出時の状況を記入すること。
· 共同事業体においては、共同事業体の構成員すべてが提出してください。
構成員が法人以外の場合には、「所在地（住所）」「代表者氏名（氏名）」、「事業概要」は必須とするが、
それ以外については、記載可能な範囲で記入すること。






（様式第３号）


誓　　約　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
（あて先）
仙 台 市 健 康 福 祉 局 長　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人・団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　印




　仙台市暴力団排除条例第６条の規定に基づき、暴力団等との関係を有していないことを誓約します。また、説明を求められた際には誠実に対応いたします。






















（様式第４号）
令和８年度仙台市こどものいのち支える医療アクセスサポート事業
企　画　提　案　書
令和　　年　　月　　日

所　在　地
事業者名
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　





１　業務遂行体制
（１）-1申請法人等の組織体制図及び事務
※委託業務に係る指揮命令系統が分かるように体系的に示すこと。



（１）-2申請者（法人等）の過去3年間の児童思春期症例の外来・入院実績






















（２）実施場所（所在地や対面相談スペース等）



（３）実施体制（従事する職員及び相談回線の確保、電子カルテシステム等）



（４）個人情報保護等について
①　守秘義務、個人情報保護に関する規程の有無　　　有　　・　　無
※　有の場合、規程の写しを添付すること（企画提案書の枚数には含まない）。

②　①が有の場合、周知等の取組状況について記載すること。



（５）相談・苦情に対する責任体制
　①組織的な対応方針の有無　　　有　　・　　無
　※　有の場合、対応方針が分かる資料を添付すること（企画提案書の枚数には含まない）。

②相談・苦情に対する組織体制図
　※　主担当者の有無。有の場合、責任体制が分かる資料を添付すること（企画提案書の枚数には
含まない）。


（６）費用と見積もり
　・様式第５号のとおり




２　事業実施計画
（１）運営方針
※こどもの自死を取り巻く現状や課題を踏まえ、本事業の実施に関する運営方針について、具体的に記載してください。




（２）業務実施スケジュール
※事業の目的を達成するためのスケジュールについて、具体的に記載してください。



（３）業務実施内容
①受診前相談




　②多面的アセスメント




　③個別支援会議の開催




　④関係機関への周知


（様式第５号）
見積書
	項目
	内容
	数量
	単位
	単価
	計

	人件費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	その他経費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	消費税及び地方消費税
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	


※　記載欄は適宜増減して記入してください。
※　積算合計額が3,027,000円（消費税及び地方消費税を含む）を超えないでください。
※　活動内容が事業費の積算から裏づけできるように経費内訳を記入してください。



印　紙

第　　　　　号業 務 委 託 契 約 書



１　委託業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　		　　年　　月　　日から
　　　　　　　		　　年　　月　　日まで
百
十
億
千
百
十
万
千
百
十
円

３　業務委託料

　　（うち取引に係る消費税億
千
百
十
万
千
百
十
円

　　　　　　及び地方消費税額）

４　契約保証金　　　　　　　　　　免　　除

上記業務について，仙台市（以下「発注者」という。）と，消費税及び地方消費税に係る課
免

　　　　 税業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「受注者」という。）
は，各々の対等な立場における合意に基づいて，上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書２通を作成し，当事者記名押印の上，各自１通を保有する。
　　年　　月　　日

発　注　者　　 住所
　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

受　注　者　　 住所
　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印





（総則）
第１条　発注者及び受注者は，この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき，仕様書に従い，日本国の法令を遵守し，この契約（この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。
２　受注者は，契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に契約書記載の業務（仕様書に定める契約の目的物（以下「成果物」という。）がある場合は，成果物の完成を含む。）を完了し，成果物がある場合は，完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし，発注者は，その業務委託料を支払うものとする。
３　発注者は，業務の履行について必要があるときは，業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において，受注者は，当該指示に従い業務を行わなければならない。
４　受注者は，この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き，業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
５　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。
６　この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。
７　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めがある場合を除き，計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。
８　この契約書及び仕様書における期間の定めについては，民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。
９　この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
10　この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
（定義）
第１条の２　この契約書において「遅延損害金約定利率」とは，契約締結日における，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
（指示等及び協議の書面主義）
第２条　この契約書に定める指示，催告，請求，通知，報告，申出，承諾，質問，回答及び解除（以下「指示等」という。）は，書面により行わなければならない。
２　前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない事情がある場合には，発注者及び受注者は，前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において，発注者及び受注者は，既に行った指示等を書面に記載し，７日以内にこれを相手方に交付するものとする。
３　発注者及び受注者は，この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは，当該協議の内容を書面に記録するものとする。
（業務履行計画表等の提出）
第２条の２　受注者は，この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表，業務担当者届及び着手届を作成し，発注者に提出しなければならない。ただし，発注者がその必要がないと認めるときは，この限りでない。
２　発注者は，必要があると認めるときは，前項の業務履行計画表を受理した日から７日以内に，受注者に対してその修正を請求することができる。
３　この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において，発注者は，必要があると認めるときは，受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。この場合において，第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて，前２項の規定を準用する。
４　業務履行計画表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。
（権利義務の譲渡等の禁止）
第３条　受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
（秘密の保持）
第４条　受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
（個人情報の保護）
第５条　受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては，個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報を適正に取り扱わなければならない。
２　受注者は，この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。
３　受注者は，その使用する者に対し，在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないことなど，個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
４　受注者は，この契約による事務に係る個人情報の漏洩，滅失，改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
５　受注者は，この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは，当該事務を処理するために必要な範囲内で，適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
６　受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し，又は第三者に引き渡してはならない。
７　受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。
８　受注者は，この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし，第６条第１項ただし書の規定にかかわらず，発注者の特別の承諾があるときを除き，第三者に取り扱わせてはならない。
９　受注者は，この契約による事務を処理するために発注者から貸与され，又は受注者が収集し，若しくは作成した個人情報が記録された資料等を，この契約の終了後直ちに発注者に返還し，又は引き渡すものとする。ただし，発注者が別に指示したときは，当該方法によるものとする。
10　受注者は，前項までに違反する事態が生じ，又は生じるおそれがあることを知ったときは，速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。
（再委託の禁止）
第６条　受注者は，業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし，業務の一部（主たる部分を除く。）について事前に書面で申請し，発注者の書面による承諾を得た場合は，この限りでない。
２　受注者は，仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和60年10月29日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。）による指名停止（同要綱別表第21号によるものを除く。）の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし，発注者がやむを得ないと認め，前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
３　第１項ただし書きの規定にかかわらず，受注者は，指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。）別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を，この契約に関連する契約（下請契約，委任契約，資材又は原材料の購入契約その他の契約で，この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。）の相手方とすることができない。
４　発注者は，受注者に対して，この契約に関連する契約の相手方につき，その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
（特許権等の使用）
第７条　受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下本条において「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその履行方法を指定した場合において，仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（業務関係者に対する措置請求）
第８条　発注者は，受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
（履行報告）
第９条　受注者は，仕様書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
（貸与品等）
第10条　発注者が受注者に貸与し，又は支給する業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）の品名，数量，引渡場所及び引渡時期は，仕様書に定めるところによる。
２　受注者は，貸与品等の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
３　受注者は，仕様書に定めるところにより，業務の完了，仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
（業務内容の変更）
第11条　発注者は，必要があると認めるときは，業務の内容を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（業務の一時中止）
第12条　発注者は，必要があると認めるときは，業務の中止内容を受注者に通知して，業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２　発注者は，前項の規定により業務を一時中止した場合において，必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による履行期間の延長）
第13条　受注者は，その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは，その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
（発注者の請求による履行期間の短縮等）
第14条　発注者は，特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは，履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
２　発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは，業務委託料を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（履行期間の変更方法）
第15条　履行期間の変更については，発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
（業務委託料の変更方法等）
第16条　業務委託料の変更については，発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
２　この契約書の規定により，発注者が費用を負担し，又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については，発注者と受注者とが協議して書面により定める。
（臨機の措置）
第17条　受注者は，業務を行うに当たり，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければならない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでない。
２　前項の場合においては，受注者は，そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
（一般的損害等）　　　
第18条　業務を行うにつき生じた損害（引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。）については，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
（検査）
第19条　受注者は，業務を完了したときは，遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
２　発注者は，前項の業務完了届を受理したときは，その日から10日以内に業務完了の検査をしなければならない。
３　受注者は，業務が前項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において，修補の完了を業務の完了とみなして前２項の規定を適用する。
４　受注者は，成果物がある場合において，第２項（前項において適用する場合を含む。）に定める検査に合格したときは，直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。
（業務委託料の支払い）
第20条　受注者は，前条第２項の検査（同条第３項において適用する場合を含む。）に合格したときは，業務委託料の支払いを請求することができる。
２　発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
（区分払）
第21条　受注者は，発注者が業務の性質上必要があると認めるときは，別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
２　前２条の規定は，前項の規定による請求の場合に準用する。
（契約不適合責任）
第22条　発注者は，完了した業務（成果物がある場合は，引き渡された成果物を含む。）が種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは，受注者に対し，修補，代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に過分の費用を要するときは，発注者は，履行の追完を請求することができない。
２　前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者と協議のうえ，発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３　第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
一　履行の追完が不能であるとき。
二　受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三　業務の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四　前３号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
（発注者の任意解除権）
第23条　発注者は，業務が完了するまでの間は，次条又は第25条の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。
２　発注者は，前項の規定によりこの契約を解除した場合において，受注者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。
（発注者の催告による解除権）
第24条　発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
一　正当な理由なく，業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二　履行期間内に完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三　正当な理由なく，第22条第１項の履行の追完がなされないとき。
四　前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
（発注者の催告によらない解除権）
第25条　発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。
一　第３条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。
二　この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
三　受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四　受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，受注者が既に業務を完了した部分（以下「既履行部分」という。）のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五　業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六　前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七　受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ　受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。　
ロ　受注者に対してなされた独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ　受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が，刑法（明治40年法律第45号）第96条の６の規定による刑に処せられたとき。
八　第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九　暴力団（暴力団等排除要綱第２条第３号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団等排除要綱第２条第４号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十　受注者（受注者が共同企業体であるときは，その代表者又は構成員。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
イ　受注者の代表役員等（暴力団等排除要綱別表第１号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。）又は一般役員等（暴力団等排除要綱別表第１号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。）が暴力団員若しくは暴力団関係者（暴力団等排除要綱第２条第５号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部（以下「県警」という。）から通報があり，又は県警が認めたとき。
ロ　受注者（その使用人（暴力団等排除要綱別表第２号に規定する使用人をいう。）が受注者のために行った行為に関しては，当該使用人を含む。以下この号において同じ。），受注者の代表役員等又は一般役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正な利益を図り，又は第三者に損害を与える目的をもって，暴力団等（暴力団等排除要綱第１条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）の威力を利用していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
ハ　受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し，若しくは関与していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
ニ　受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
ホ　受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等であることを知りながら，これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり，又は県警が認めたとき。
ヘ　イからホに掲げるものを除くほか，受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり，若しくは県警が認めたとき。
ト　イからヘに掲げるものを除くほか，受注者が仙台市暴力団排除条例（平成25年仙台市条例第29号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり，若しくは県警が認めたとき。
チ　下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ　受注者が，イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（チに該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第26条　第24条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，発注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。
（暴力団等排除に係る報告義務）
第27条　受注者は，この契約の履行に当たり暴力団等（仙台市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。）から不当介入（暴力団等排除要綱第２条第６号に規定する不当介入をいう。以下同じ。）を受けたときは，速やかに所轄の警察署への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等（暴力団等排除要綱第７条第２項に規定する下請負人等をいう。）が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
（受注者の催告による解除権）　　
第28条　受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
（受注者の催告によらない解除権）
第29条　受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。
一　第11条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。
二　発注者がこの契約に違反し，その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第30条　第28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，受注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。
（解除の効果）
第31条　この契約が解除された場合には，第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
２　発注者は，前項の規定にかかわらず，この契約が解除された場合において，既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは，既履行部分を検査の上，当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において，発注者は，当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
３　発注者は，前項の規定のほか，この契約が解除された場合において，業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは，既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合，発注者は，当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
４　前２項に規定する既履行部分に相応する委託料は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
（解除に伴う措置）
第32条　受注者は，この契約が業務の完了前に解除された場合において，貸与品等があるときは，当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
２　業務の完了後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
　（発注者の損害賠償請求等）
第33条　発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一　履行期間内に業務を完了することができないとき。
二　この業務に契約不適合があるとき。
三　前２号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２　次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，業務委託料の10分の１に相当する額（仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号）第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額）を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一　第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二　業務の完了前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者の債務について履行不能となったとき。
３　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２号に該当する場合とみなす。
一　受注者について破産手続開始の決定があった場合において，破産法（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人
二　受注者について更生手続開始の決定があった場合において，会社更生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人
三　受注者について再生手続開始の決定があった場合において，民事再生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等
４　第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。
５　第１項第１号に該当し，発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は，業務委託料の額につき，遅延日数に応じ，遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
（受注者の損害賠償請求等）
第34条　受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，この限りでない。
一　第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二　前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２　第20条第２項（第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
（損害賠償の予定）　
第35条　受注者は，第25条第７号のいずれかに該当するときは，業務の完了の前後を問わず，又は発注者が契約を解除するか否かを問わず，損害賠償金として，業務委託料の10分の２に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし，同条同号イに該当する場合において，排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和57年６月18日公正取引委員会告示第15号）第６項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には，この限りでない。
　（契約不適合責任期間等）
第36条　発注者は，完了した業務（成果物がある場合は，引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ。）に関し，第19条の規定による検査にて合格した日から１年以内でなければ，契約不適合を理由とした履行の追完の請求，損害賠償の請求，業務委託料の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。
２　前項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して，受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
３　発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り，その旨を受注者に通知した場合において，発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは，契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
４　発注者は，第１項の請求等を行ったときは，当該請求等の根拠となる契約不適合に関し，民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
５　前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず，契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定めるところによる。
６　民法第637条第１項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。
７　完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をすることができない。ただし，受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。
（賠償金等の徴収）
第37条　受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し，なお不足があるときは追徴することができる。
２　前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
（契約外の事項）
第38条　この契約書に定めのない事項については，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。


個人情報等の取扱いに関する特記仕様書

１　定義
（１）個人情報
個人情報の保護に関する法律第2条第1項（仙台市議会における業務を委託する場合にあっては、仙台市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第1項）に規定する個人情報をいう。

（２）死者情報
　　　死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。

（３）個人情報等
　　　個人情報及び死者情報を総称していう。

２　個人情報等の適正な取扱い

（１）個人情報等の取扱い
この契約において、「個人情報等の取扱い」とは、個人情報等に関する収集、記入、編集、加工、修正、更新、検索、入力、蓄積、変換、合算、分析、複写、複製、保管、保存、搬送、伝達、出力、消去、廃棄等の一切の行為をいう。

（２）個人情報等の適正な取扱いに関する規定の遵守
受注者は、この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律又は仙台市議会の個人情報の保護に関する条例及び仙台市死者情報保護事務取扱要綱の趣旨に則り、業務委託契約書に規定する個人情報等の保護に関する事項を遵守しなければならない。
　　
（３）個人情報等の取扱いについての再委託の禁止
受注者は、この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて、再委託をしてはならない。
ただし、特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。

（４）個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守
受注者は、発注者に提出した個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票（以下、調査票という）に記載した事項を遵守しなければならない。

３　個人情報等の取扱いを行う場所及び作業内容

（１）作業場所及び作業内容
個人情報等の取扱いを行う場所（以下「作業場所」という。）及び作業内容は、調査票に記載した内容のとおりとする。

（２）届の提出等
受注者は、作業場所及び作業内容に関する内容について、前項の調査票に追加して「個人情報等の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」の提出を発注者から求められた場合、個人情報等の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。

（３）作業場所等の変更
受注者は、作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は、変更の理由を付して発注者に書面で申し入れ、変更後の作業場所又は作業内容について、発注者による事前の調査及び承認を受けなければならない。
なお、作業場所の変更には、別の場所への切替えのほか、区画、部屋等の仕切りの変更、設備の改造等を含む。

４　個人情報等の取扱いに係る体制

（１）管理監督者
①　管理監督者とは、個人情報等保護責任者及び、作業責任者をいう。
②　個人情報等の取扱いに係る作業の管理監督者は、調査票に記載した内容のとおりとする。

（２）作業従事者
受注者は、個人情報等の取扱いに係る作業従事者について名簿を作成する等によりあらかじめ特定しなければならない。

（３）誓約書
受注者は、管理監督者及び作業従事者に対して、個人情報等の取扱いに関する遵守事項を周知し、発注者が求めた場合、社内において、個人情報等の適正な取扱いに関する誓約書を作成しなければならない。

（４）届等の提出等
受注者は、発注者が求めた場合、「個人情報等の取扱いに係る管理監督者に関する届」「個人情報等の取扱いに係る作業従事者に関する届」及び誓約書の写しを、個人情報等の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。

（５）管理監督者又は作業従事者に関する変更等
①　受注者は、管理監督者又は作業従事者について変更し、追加し、又は減少させようとする場合は、変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ、管理監督者又は作業従事者の変更等について、発注者の事前の承認を受けなければならない。
管理監督者又は作業従事者に関する事項（役職、氏名、経歴、資格、作業内容、所属、身分その他個人情報等の保護に関して重要な事項）について変更しようとする場合も同様とする。
②　①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては、申入れの書面に、発注者が求めた場合、（４）で求める提出物を添付しなければならない。

（６）第三者による個人情報等の取扱いの禁止等
①　受注者は、（４）の届に記載した者又は（５）の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人その他の団体（以下「第三者」という。）に、個人情報等の取扱いを行わせてはならない。
②　受注者は、この契約の履行において、第三者に個人情報等の取扱いを行わせる必要があると判断するときは、その理由を付して発注者に書面で申し入れ、当該第三者による個人情報等の取扱いについて、発注者の事前の承認を受けなければならない。


５　個人情報等の受渡し、搬送

（１）個人情報等の受渡し
①　受注者は、個人情報等の受渡し（納品、貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。）について、その日時、場所、担当者、内容、数量等の必要な事項を計画として定めなければならない。また、発注者が求めた場合、当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
②　発注者及び受注者は、現に個人情報等の受渡しを行う場合には、その日時、場所、担当者、内容、数量等の必要な事項について記録した書面を作成し、受渡し完了後に発注者と受注者双方の署名、押印等をもって確認するものとする。

（２）個人情報等の搬送
①　受注者は、個人情報等の搬送について、その日時、経路、担当者、荷物の梱包状況、使用車両、交通手段等の必要な事項を計画として定めなければならない。また、発注者が求めた場合、当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
②　発注者及び受注者は、現に個人情報等の搬送を行う場合には、その日時、経路、担当者、荷物の梱包状況、使用車両、交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し、搬送完了後に発注者と受注者双方の署名、押印等をもって確認するものとする。

（３）計画の変更等
受注者は、個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は、発注者に申し入れなければならない。

（４）計画を記載した書面等の統合
個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面（変更に係るものを含む。）及び現に個人情報等の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は、発注者と受注者の協議により、これらの書面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し、使用することができる。

６　個人情報等の保護に関する計画

（１）人的、物理的及び技術的な保護に関する措置の計画
受注者は、個人情報等の取扱いにあたっての人的、物理的及び技術的な保護に関する以下の措置について具体的な計画を定め、事前に発注者の承認を受けなければならない。
・個人情報等の保護、適正な取扱いに関する遵守事項の周知（周知文の配付、掲示等）
・個人情報等の保護に関する研修等の実施
・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備（管理監督者の人数、立会い時間、作業の開始・終了、休憩時間の監督体制等）
・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示（名簿の作成、掲示等）
・管理監督者、作業従事者、訪問者等第三者の識別（識別票の携行、名札の着用等）
・作業場所で従事している者の把握（出欠の表示等）
・作業分担の周知・確認（作業分担表の作成、掲示、配付等）
・作業従事者の入替わり・交代の手順（入替わり・交代に要する時間、業務の引継ぎ・確認等）
・作業場所への出入の管理（守衛、ＩＤカード等による入室権限の確認等）
・作業場所の施錠の管理（施錠者・開錠者の指定、鍵の保管方法等）
・作業に使用する機器類（主にパソコン、外付けドライブ等の情報機器等）の限定・特定（種類・性能、台数等の確認、複数業務の同時並行処理の禁止等）
・持込み・持出し品等の管理（出入者、許可者、日時、目的、持出し・持込み物品の記録等）
・個人情報等の保管方法（耐火保管庫の設置・利用、保管庫の鍵の管理等）
・個人情報等の管理方法（保管場所からの持出し、返却方法等）
・個人情報等の不正な複製、複写等の防止（持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管理、紙媒体の複写の権限管理等）
・防犯（守衛による巡視、機械による監視等）
・防火（防火責任者の指定等）
・物品紛失、盗難等の防止（端末等のワイヤー固定、外部記録媒体等の物品の数量管理等）
・個人情報等への不正なアクセスの防止（ＩＤ・パスワードによる権限確認、アクセス記録の作成・保管、ネットワークからの独立等）
・個人情報等の送信防止（電子メール等による個人情報等の送信の防止等）
・個人情報等の改ざん・破壊・漏えい等の防止（ウィルスチェックの実施、作業機器への不要なソフトウェアの導入禁止等）
・事故・障害による被害の拡大防止（バックアップの適切な取得、バックアップの保管方法、補助電源の設置等）
・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備（発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成、周知等）
・作業状況の報告（作業日報の作成、定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等）
・作業上不要な情報の消去、廃棄等（消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等）
・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却、成果品の納品、複写物等の消去・廃棄等（返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等）

（２）受注者の工夫等
①　（１）の措置の事項は例示であって、受注者が、この契約の履行にあたり特に必要とされる措置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。
②　受注者は、（１）の措置について、これらを複合的に実施し、個人情報等の保護をより確実なものとしなければならない。

（３）計画の変更等
受注者は、個人情報等の保護に関する計画を変更しようとする場合は、事前に発注者の承認を受けなければならない。

（４）計画の是正等
①　発注者は、受注者の定めた計画について、個人情報等の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは、受注者に是正を求めることができる。
②　受注者は、発注者による是正の要求に対して、速やかに対応しなければならない。

７　立会い、実地調査等

（１）作業への立会い
①　受注者は、この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの作業について、発注者が立会いを求める場合は、これを拒否してはならない。
ただし、受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は、その理由を明示して、発注者の立会いを拒否することができる。
②　発注者は、①のただし書きにより、作業への立会いを拒否された場合は、受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。
（２）個人情報等の取扱いに関する調査
①　発注者は、この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの状況について、受注者の作業場所その他の施設について、定期又は不定期に調査を行うことができる。
この契約が終了し、又は解除された場合においては、この契約の履行に係る個人情報等の取扱いに関する事項に限り、受注者に対して調査を行うことができる。
②　受注者は、①の調査を拒否してはならない。
ただし、受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は、その理由を明示するとともに、この契約の履行に係る個人情報等の取扱いが適正であることを証明したときに限り、発注者の調査を拒否できる。

（３）個人情報等の取扱いに関する改善指導
①発注者は、（２）に規定する調査により、受注者の個人情報等の取扱いに不適切な点を認めたときは、受注者に対して、必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。
②受注者は、発注者による是正措置の請求に対して、速やかに対応しなければならない。


行政情報の取扱いに関する特記仕様書

１　行政情報
（1）行政情報の範囲
この契約において，「行政情報」とは，仙台市行政情報セキュリティーポリシー第１章（２）⑨に定めるものをいい，仙台市（以下「発注者」という。）が貸与したもののほか,受注者が収集し，又は作成したもの（成果物，成果物の途中にあるもの等）も含むものとする。

（2）行政情報の取扱い
この契約において，行政情報の取扱いとは，行政情報に関する収集，記入，編集，加工，修正，更新，検索，入力，蓄積，変換，合算，分析，複写，複製，保管，保存，搬送，伝達，出力，消去，廃棄などの一切の行為をいう。

２　行政情報の適正な取扱い
（1）秘密の保持
受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（2）再委託の禁止
受注者は，業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし，発注者の書面による承諾を得た場合は，この限りでない。

（3）委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止
①　受注者は，この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。
②　受注者は，その使用する者に対し，在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないことなど，行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。

（4）複写及び複製の禁止又は制限
受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。

（5）事故発生時における報告義務
受注者は，行政情報を記録している媒体に滅失，盗難，改ざんその他の事故が発生したときは，直ちに，当該事故の経緯及び被害状況を調査し，必要な措置を講じ，速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。

（6）行政情報の消去等
　　受注者は，この契約が終了し，又は解除された際には，この契約の履行に供した行政情報を記録し
た記録媒体については，①または②の方法により適切に措置するものとし,③の方法で報告する。
1  米国国立標準技術研究所が規定する方式，又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用い，当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。
（a） データ消去の回数は，準拠する消去方式が求める回数以上とする。
（b） データ消去の実施後は，行政情報を記録していた媒体（シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの）ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を，証拠資料として写真撮影すること。
2  データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は，米国国立標準技術研究所が規定する方式，又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により，物理破壊または暗号化技術を利用した消去を行うものとする。
（a） 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。
（b） 磁気によるデータ消去は，米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。
（c） 特殊機材等，代替性に乏しく高額製品であり，物理破壊を実施する機会費用が大である場合は，当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し，当該製造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受けるものとする。
（d） データ消去の実施後は，行政情報を記録していた媒体（シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの）を，証拠資料として写真撮影すること。
③	 以下の起算日から5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。
	
	庁舎外に持ち出して①または②を実施
	左記以外の場合

	起 算 日
	庁舎外への持ち出し日
	①または②の実施日


（a） 報告書には,記録媒体名（型式）や台数,消去実施日,方法（方式）などを明記し,証拠写真を添付すること。
（b） データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび，5営業日を超える場合は，別途「データ消去計画書」を作成し，適切に工程管理を行うこと。
（c） 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い，上記(b)の計画期間が長期（1か月以上）に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出するものとする。
	
３　立会い及び実地調査
（1）作業への立会い
①　受注者は，この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について，発注者が立会いを求める場合は，これを拒否してはならない。
ただし，受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は，その理由を明示して，発注者の立会いを拒否することができる。
②　発注者は，①のただし書きにより，作業への立会いを拒否された場合は，受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。

（2）行政情報の取扱いに関する調査
①　発注者は，この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について，受注者の作業場所その他の施設について，定期又は不定期に調査を行うことができる。
この契約が終了し，又は解除された場合においては，この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り，受注者に対して調査を行うことができる。
②　受注者は，①の調査を拒否してはならない。
ただし，受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は，その理由を明示するとともに，この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り，発注者の調査を拒否できる。

４　契約解除及び損害賠償
（1）契約解除
発注者は，受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は，本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
（2）損害賠償
受注者は，（1）の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。
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